
山
岳
霊
場
に
恥
け
る
聖
・
俗
境
界
の
諸
相

|
i
九
州
英
彦
山
を
事
例
と
し
て
|
|

長

野

覧

一
、
序

山岳霊場における聖・俗境界の諸相

い
わ
ゆ
る
駈
込
寺
の
類
か
ら
広
域
の
山
岳
を

神
仏
体
と
観
想
す
る
霊
山
に
至
る
ま
で
、
特
権
の
強
弱
や
面
積
の
大
小
、
そ
れ
ら
の
時
代
に
よ
る
変
遷
な
ど
は
あ
っ
て
も
、
江
戸
時
代
以

俗
な
る
行
政
の
関
与
し
難
い
特
権
(
自
治
性
)
を
有
す
る
聖
域
(
ア
ジ

l
ル

g
u
L
)

は、

前
、
特
に
中
世
の
守
護
使
不
入
権
を
も
っ
た
社
寺
聖
域
が
、
数
多
く
存
在
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
窺
い
知
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の

聖
俗
境
界
は
、
自
然
地
形
や
人
為
的
な
杭
・
石
な
ど
を
用
い
た
東
西
南
北
の
境
界
を
示
す
四
至
(
腸
一
部
、
聖
域
の
場
合
は
結
界
)
で
表
現

す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
聖
域
周
辺
の
俗
権
が
強
力
で
あ
っ
た
り
、
政
治
情
勢
が
不
穏
で
あ
る
場
合
に
は
、
更
に
明
瞭
な
聖
俗
の
境

界
を
示
し
聖
域
確
保
の
た
め
に
多
様
な
対
策
が
と
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
で
は
忘
却
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
本
論
は
、
俗
な
る
行
政
域
と
聖
な
る
空
間
の
境
界
線
が
、

一
般
的
な
四
至
以
外
に
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
表
現
さ
れ
て
い
た
の
か
、

123 

そ
の
事
例
と
し
て
、
中
世
・
近
世
を
通
し
て
九
州
に
お
け
る
修
験
道
の
拠
点
霊
山
と
な
っ
て
い
た
英
彦
山
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

ひ

ζ

さ
ん

福
岡
・
大
分
両
県
に
ま
た
が
る
標
高
一
一
一

O
O
m
の
英
彦
山
は
(
享
保
一
四
年
以
前
は
彦
山
を
用
い
た
て
平
安
時
代
末
期
の
養
和
元
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年
(
一
一
八
一
)
に
、
後
白
河
法
皇
が
二
八
か
庄
を
京
都
新
熊
野
社
に
寄
進
さ
れ
、
そ
の
中
に
「
豊
前
国
彦
山
」
の
名
が
あ
る
〈
『
平
安

遺
文
』
第
八
巻
)
。
以
後
は
国
役
免
除
の
特
権
を
背
景
に
、
山
岳
宗
教
の
拠
点
と
し
て
急
速
に
発
展
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
鎌
倉
時
代
初
期
に
は
、
九
州
全
域
を
信
仰
圏
と
し
て
い
た
こ
と
が
『
彦
山
流
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る

T
Y
当
時
か
ら
神
仏
習
合

し
て
い
た
彦
山
に
も
、
現
在
の
比
叡
山
に
継
承
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
回
峰
行
が
明
治
元
年
ま
で
行
わ
れ
て
お
り
(
る
、
そ
の
記
録
上
の
起

源
は
南
北
朝
時
代
の
永
徳
三
年
(
一
三
八
三
)
以
前
に
遡
る
こ
と
が
当
時
の
古
図
(
図
1
〉
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
回
峰
巡
拝

の
図
や
、
中
・
近
世
に
お
け
る
英
彦
山
内
の
寺
社
・
門
前
集
落
(
山
伏
集
落
〉
の
配
置
、
あ
る
い
は
江
戸
時
代
初
期
に
造
ら
れ
た
聖
域
を

一
市
す
と
考
え
ら
れ
る
大
型
の
立
体
模
型
な
ど
を
、
古
文
書
と
対
応
さ
せ
な
が
ら
検
討
し
、
更
に
は
現
在
の
二
・
五
万
分
ノ
一
地
形
図
「
英

彦
山
」
の
図
中
に
、
福
岡
・
大
分
の
県
境
欠
落
区
聞
が
あ
る
こ
と
な
ど
に
関
心
を
向
け
る
と
、
次
の
よ
う
な
事
実
、
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ

れ
て
く
る
。

)
 

1
 

(
 

回
峰
行
は
宗
教
儀
礼
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
聖
俗
境
界
線
を
巡
廻
し
、
俗
な
る
行
政
の
関
与
を
拒
む
聖
域
警
固
の
性
格
を
持
っ
て

い
た
こ
と
。

(2) 

英
彦
山
内
の
社
寺
・
集
落
配
置
な
ど
を
み
る
と
、
俗
な
る
行
政
権
が
た
と
え
聖
域
内
に
及
ん
だ
り
、
俗
人
参
詣
者
を
多
数
受
入
れ

た
と
し
て
も
、
域
内
は
更
に
四
重
の
結
界
を
設
け
て
独
自
の
宗
教
世
界
を
構
成
し
、
俗
権
の
浄
化
す
な
わ
ち
骨
抜
を
は
か
る
よ
う
な
構
造

に
な
っ
て
い
た
(
図

3
Y

(3) 

明
治
以
後
の
近
代
的
行
政
の
編
成
に
さ
い
し
て
、
聖
域
境
界
に
起
因
す
る
行
政
境
界
の
論
争
を
生
じ
、
現
在
も
福
岡
・
大
分
両
県

界
の
未
確
定
区
域
が
存
在
す
る
こ
と
(
図

4
1

以
上
の
三
件
を
と
り
あ
げ
て
、
中
世
・
近
世
か
ら
現
代
に
至
る
英
彦
山
聖
域
と
俗
域
の
行
政
境
界
の
実
態
を
考
察
し
た
い
。
な
お
原
典



引
用
に
付
し
た
傍
点
や
(

ν

内
は
、
特
に
断
り
の
な
い
限
り
筆
者
の
加
筆
で
あ
り
、
ま
た
旧
漢
字
体
は
で
き
る
だ
け
常
用
漢
字
に
換
置

し
た
。
英
彦
山
と
彦
山
の
用
法
は
、
享
保
十
四
年
(
一
七
二
九
〉
以
前
に
か
か
わ
る
場
合
は
彦
山
、
そ
れ
以
後
の
場
合
お
よ
び
総
括
的
に

表
現
す
る
場
合
は
英
彦
山
を
使
用
し
た
。

ニ
、
聖
域
境
内
を
警
固
し
た
彦
山
大
廻
行
ハ
由
峰
行
)

「
永
徳
三
英
亥
三
月
十
五
日
依
旧
本
書
之
」
と
記
さ
れ
た
『
彦
山
霊
仙
寺
境
内
大
廻
行
守
護
神
配
立
図
』
に
よ
れ
ば
(
図
1
)
、
行
中
毎

日
廻
路
の
内
廻
(
小
修
尾
〉
と
、
行
中
二
度
廻
路
の
外
廻
(
大
修
尾
)
の
二
重
構
造
を
も
っ
た
回
峰
行
が
、
南
北
朝
時
代
に
成
立
し
て
い

た
こ
と
は
確
か
で
あ
る

7
v
し
か
も
「
旧
本
に
依
っ
て
之
を
書
す
」
と
あ
る
か
ら
、
大
廻
行
の
起
源
は
南
北
朝
時
代
以
前
に
遡
る
と
推
察

山岳霊場における袈・俗境界の諸相

さ
れ
る
。

し
か
ん
ご
う

通
説
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
回
峰
行
の
創
始
者
は
、
九
世
紀
半
頃
の
比
叡
山
無
動
寺
の
相
応
と
さ
れ
、
後
に
は
天
台
宗
山
門
派
の
止
観
業

し
ゃ
な
ど
多

(
教
理
の
学
習
)
、
遮
那
業
(
密
教
儀
礼
の
専
修
)
に
加
え
て
回
峰
行
が
重
視
さ
れ
、
常
不
軽
菩
薩
行
(
法
華
経
に
説
く
悉
皆
恭
礼
)
す
な

わ
ち
森
羅
万
象
に
敬
度
の
念
を
持
っ
て
苦
行
を
重
ね
、
自
ら
不
動
明
王
と
化
し
て
一
切
の
災
難
を
除
く
行
法
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る

7
v

し
か
し
回
峰
路
の
存
在
意
義
や
、
回
峰
行
の
行
動
が
、
聖
域
護
持
の
意
味
を
も
っ
と
い
う
視
点
か
ら
、
比
叡
山
・
高
野
山
・
日
光
山
を
は

じ
め
、
回
峰
行
の
実
績
を
も
っ
た
諸
山
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
た
こ
と
は
従
来
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
諸
霊
山
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
行
法

を
く
ふ
う
し
て
い
る
の
で
、
英
彦
山
の
例
が
総
て
他
山
に
適
用
さ
れ
る
と
は
明
言
で
き
な
い
が
、
聖
域
結
界
の
存
在
を
自
他
に
示
す
宗
教

お
お
し
ゅ
び

儀
礼
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
英
彦
山
の
大
修
尾
回
峰
行
を
ま
ず
検
討
し
た
い
。
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薬
師
+
ニ
神
将
・
観
音
二
十
八
部
衆
を
配
置
し
た
聖
俗
の
境
界
(
外
廻
・
大
修
尾
)
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図1 彦山霊仙寺境内大廻行守護神配立図(英彦山神宮文書)

実物は85.5ωX61.4佃

〈注) 上記原図を基に，輪郭の薬師・観音跨示の区分，図中の( )内，三所権現・十二所

権現などの区分を補足した。



一
巡
三

O
Mを
超
え
た
と
推
定
さ
れ
る
英
彦
山
霊
仙
寺
境
内
の
大
修
尾
す
な
わ
ち
聖
俗
の
境
界
路
に
つ
い
て
み
る
と
、
凡
そ
北
半
に
は

ぐ

び

ら

ご

ほ

う

ば

さ

ら

び

か

ら

宮
見
羅
大
将
と
尾
辻
護
法
、
伐
折
羅
大
将
と
虎
護
法
:
:
:
見
掲
羅
大
将
と
丸
石
護
法
に
至
る
ま
で
薬
師
十
二
神
将
と
そ
の
地
名
を
付
し
た

護
法
(
土
地
の
神
霊
)
で
あ
り
、
そ
れ
に
薬
師
の
脇
侍
と
し
て
日
光
菩
薩
と
小
丸
護
法
、
月
光
菩
薩
と
大
丸
護
法
を
加
え
て
い
る
。
南
半

う

ず

ぐ

ん

だ

び

し

や

じ

ゃ

は
千
手
観
音
を
守
護
す
る
密
越
金
剛
士
と
鷹
巣
川
内
護
法
、
烏
悲
君
茶
と
岩
休
護
法
:
:
:
毘
沙
閣
と
梨
木
護
法
な
ど
の
二
十
八
部
衆
を
配

置
し
て
い
る
。
以
上
合
計
四
二
か
所
の
諸
神
・
護
法
は
、
明
治
維
新
の
神
仏
分
離
・
廃
仏
鼓
釈
に
よ
っ
て
英
彦
山
修
験
道
組
織
が
崩
壊
す

る
と
共
に
、
大
廻
行
も
断
絶
し
た
為
、
そ
の
機
能
を
失
い
、
位
置
の
確
認
で
き
る
と
こ
ろ
は
極
め
て
少
な
い
が
、
地
名
や
宗
教
遺
物
な
ど

か
ら
外
廻
路
を
推
定
し
た
の
が
図
2
で
あ
る
。

山岳霊場における聖・俗境界の諸相

一
般
的
に
は
僅
か
数
か
所
の
腸
示
〈
四
至
)
勺
事
足
る
境
界
点
を
、
こ
と
さ
ら
四
二
か
所
も
配
置
し
、
し
か
も
特
に
中
世
以
降
の
民
聞

に
盛
行
し
た
観
音
と
薬
師
の
守
護
神
を
腸
示
と
し
た
こ
と
は
、
俗
界
の
行
政
権
が
侵
し
難
い
境
界
線
で
あ
る
こ
と
を
意
図
し
た
の
で
あ
ろ

ぅ
。
山
岳
行
者
は
こ
れ
ら
を
巡
廻
(
巡
拝
)
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
修
行
と
聖
域
護
持
の
目
的
を
両
立
さ
せ
た
。
そ
れ
が
英
彦
山
の
回
峰

行
で
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
。

中
世
の
彦
山
は
守
護
使
不
入
権
を
も
っ
聖
域
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
近
世
初
頭
に
お
い
て
、
豊
前
領
主
毛
利
勝
信
一
族
が
彦
山
坊
舎

に
対
す
る
課
税
や
、
殺
生
禁
制
の
聖
域
で
狩
猟
を
し
た
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
彦
山
は
豊
臣
政
権
に
訴
訟
し
、
次
の
よ
う
な
裁
決
を
得
た

こ
と
か
ら
も
判
る
ハ
5
u
。

燦
々

九
州
彦
山
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一
、
当
山
之
事
被
任
先
規
之
旨
守
護
不
入
、
可
十
方
檀
那
事

一
、
山
中
竹
木
他
方
よ
り
不
可
伐
採
事
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図 2 英彦山大廻行(回峰行)の巡廻路想定図

(国土地理院5万分ノ l地形図「吉井」・「回lllJを使用)

(推定)
一一0・…・・大廻行外廻路〈大修尾)

A. 12神ノ尾 B.小野峠(岳滅鬼峠)

C.三国石護法 D.母ケ懐(姥ケ懐)

E.象牙鼻護法 F.合水護法

G.南駿川護法 H.鷹獄護法

1.焼尾

一-A-一大廻行内廻路(小修尾)

1.豊前腕 2.鷹栖卿 3.法体獄

4.女体獄 5.白山 6.中宮家立

7.俗体獄 8.大南不動

9. ~宅字巌(今熊野掘) 10.玉屋胸

11.大行事掘 12.下官



一
、
於
当
山
内
鹿
狩
不
可
住
之
事

一
、
従
当
寺
中
逐
電
之
輩
不
可
拘
置
事

一
、
諸
国
よ
り
勧
進
物
之
俵
子
不
相
留
事

右
堅
被
仰
出
詑
、
若
於
違
犯
之
輩
者
、
速
可
被
処
科
者
也
侃
執
達
如
件

慶
長
五
年
三
月
五
日
長
束
大
蔵
大
輔
花
押
(
財
政
管
理
)

増
田
右
衛
門
尉
花
押
(
行
政
と
大
事
件
処
理
)

徳

善

院

花

押

(

公

家

社

寺

管

理

)

右
の
よ
う
な
守
護
使
不
入
権
を
も
っ
た
彦
山
聖
域
の
境
界
は
、
大
廻
行
大
修
尾
の
廻
路
と
合
致
す
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
詳
細
な
論
証

と
聖
域
起
源
は
別
紙
に
譲
る
が
ハ
6
〉
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
も
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

山岳霊場における聖・俗境界の諸相

山
二
二
一
回
、
筑
前
上
座
郡
、
豊
後
日
田
郡
、
豊
前
田
河
郡
・
仲
津
郡
・
下
毛
郡
境
-
一
而
、
東
北
ハ
薬
師
十
二
神
将
、
西
南
ハ
法
華
二
十
八
部
衆
結
集

シ
タ
モ
プ
、
大
廻
行
人
是
ヲ
察
ル
也
・
:
(
略
)
:
・
大
修
尾
ハ
境
之
儀
故
、
有
誉
公
甚
大
切
ニ
思
召
候
而
:
:
:
ハ
7
〉。

つ
ま
り
彦
山
は
三
国
境
に
あ
っ
て
隣
接
の
郡
界
に
は
薬
師
十
二
神
将
と
法
華
(
観
音
〉
二
十
八
部
衆
を
配
置
し
て
境
界
と
し
、
大
廻
行

人
が
こ
れ
を
司
祭
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
彦
山
座
主
有
誉
公
は
大
修
尾
を
彦
山
聖
域
と
他
領
俗
域
と
の
境
界
の
儀
と
し
て
重
視
し
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、

ハ仲〉

三
国
界
ノ
事
ハ
延
宝
年
中
、
広
有
座
主
遷
化
ノ
湖
ニ
、
小
倉
府
ノ
二
木
即
入
ト
云
士
、
彦
山
ノ
僧
徒
ニ
不
問
シ
テ
、
田
川
郡
・
中
津
郡
ト
彦
山
ノ
堺

ト
称
シ
テ
、
護
法
ヨ
リ
内
ニ
傍
示
ヲ
立
テ
、
郷
村
ノ
者
一
尋
問
付
ヲ
渡
シ
帰
リ
ジ
ヲ
、
役
僧
シ
タ
ヒ
テ
香
春
駅
-
一
至
テ
面
見
セ
ン
ト
ス
レ
ト
モ
敢
テ
不
応

答
云
々
ハ
8
)
O
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右
の
よ
う
に
彦
山
の
僧
徒
と
し
て
は
、
護
法
は
他
領
す
な
わ
ち
俗
界
と
の
境
と
い
う
認
識
を
も
っ
て
い
た
か
ら
、
小
倉
藩
が
護
法
の
内

側
に
臆
示
を
立
て
た
こ
と
は
、
彦
山
聖
域
を
侵
し
た
も
の
と
し
て
抗
議
し
た
こ
と
が
判
る
。
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と
こ
ろ
で
大
廻
行
の
期
間
は
永
徳
三
年
(
一
三
八
三
)
の
図
に
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
小
修
尾
(
内
廻
〉
は
行
中
毎
日
、
大
修
尾
(
外

ハ
前
掲

7
〉

廻
)
は
行
中
一
度
と
な
っ
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
『
私
語
集
』
に
は
三
月
十
五
日
か
ら
五
月
四
日
ま
で
は
小
修
尾
、
五
月
五
日
か
ら
一
一
一
十

日
ま
で
は
大
修
尾
と
し
て
い
る
。
ま
た
大
廻
行
人
の
数
も
少
人
数
で
あ
る
(
座
主
属
従
・
越
家
各
一
名
、
行
人
二
名
、
安
永
の
頃
か
ら
は

届
従
は
不
参
加
と
な
る
〉
。
こ
の
よ
う
な
状
態
で
聖
域
境
界
の
警
固
と
言
え
る
の
か
と
疑
問
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
れ
-
ら
行
人
の

背
後
に
は
、
江
戸
時
代
で
も
約
二
五

O
坊
の
山
伏
が
控
え
て
い
た
か
ら
、
境
界
の
事
情
に
詳
し
い
少
人
数
に
よ
る
定
期
的
な
巡
廻
と
考
え

れ
ば
よ
い
。
事
実
、
臨
時
的
な
境
界
確
認
の
手
段
と
し
て
、
享
保
三
年
(
一
七
一
八
)
に
幕
府
役
人
に
よ
る
諸
国
高
山
御
見
分
の
と
き
、

大
廻
境
の
東
西
南
北
外
側
に
「
狼
煙
」
を
立
て
た
こ
と
も
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
大
廻
境
ハ
外
廻
大
修
尾
)
す
な
わ
ち
彦
山
聖
域
の

境
界
か
ら
法
螺
貝
を
吹
け
ば
、
山
伏
集
落
や
常
住
の
寺
社
に
は
聞
こ
え
る
距
離
で
あ
り
、

・
進
め
・
別
れ
・
早
足
・
呼
合
・
受
け
・
非
常
・
通
常
・
先
達
呼
・
自
宅
安
全
・
成
就
・
終
了
」
な
ど
多
彩
な
音
符
が
あ
っ
た

(10

「
集
合
・
登
山
・
下
山
・
止
れ
・
休
め
・
立
一
て

聖
域
の
中
枢
部
を
巡
拝
す
る
小
修
尾
(
内
廻
)

日
光
山
か
ら
彦
山
に
来
往
し
て
大
先
達
と
な
り
、
更
に
白
山
行
者
へ
彦
山
修
験
道
の
修
法
を
伝
え
た
阿
吸
房
即
伝
が
、
大
永
五
年
(
一

五
二
五
)
に
記
し
た
『
三
峯
相
承
法
則
密
記
』
「
第
一
、
新
客
等
入
峯
以
前
内
行
事
」
円
。
に
よ
れ
ば
、
「
毎
日
一
度
満
山
緯
堂
不
v
可
v
有
v

僻
ニ
怠
↓
護
身
結
界
身
器
清
浄
市
可
運
時
三
人
峯
成
就
即
身
頓
梧
精
誠
司
者
也
。
次
日
数
事
可
v
准
ニ
峯
中
日
数
一
也
」
と
述
べ
て
い
る
。

し
ん
ぎ
や
く

行
に
初
参
加
の
新
客
は
心
身
を
清
浄
に
し
て
、
即
身
即
仏
と
な
る
た
め
、
入
峰
の
前
に
毎
日
一
度
の
満
山
続
堂
す
な
わ
ち
回
峰
行
(
小
修

入
峰
修

尾
)
を
怠
ら
な
い
こ
と
。
期
聞
は
入
峰
の
日
数
に
準
じ
る
こ
と
(
春
峰
に
参
加
の
場
合
は
七
五
日
、
夏
峰
は
四

O
日
、
秋
峰
は
三
五
日
)

と
教
え
て
い
る
。

入
峰
は
山
伏
入
門
の
必
修
の
行
で
あ
り
、
十
五
歳
頃
か
ら
二
十
歳
台
の
新
客
が
多
く
、
成
人
式
の
性
格
も
持
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て



回
峰
行
小
修
尾
も
ま
た
山
伏
と
な
る
た
め
の
必
修
条
件
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
小
修
尾
に
よ
る
一
巡
十
三
回
の
路
は
、
英
彦
山
聖
域
の

中
枢
部
を
廻
る
も
の
で
あ
り
、
現
在
の
登
山
・
参
詣
路
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
る
部
分
が
多
い
。
巡
拝
地
は
彦
山
三
所
権
現
と
信
仰
さ
れ

ぞ

く

た

い

い

ざ

な

ぎ

に

よ

た

い

い

ざ

な

み

除

っ

た

い

る
南
岳
(
俗
体
権
現
日
釈
迦
H
伊
弊
諾
尊
鎮
座
)
、
中
岳
(
女
体
権
現
日
千
手
観
音
日
伊
非
冊
尊
鎮
座
)
、
北
岳
(
法
体
権
現
H
阿
弥
陀
H

あ
め
の
お
し
ほ
み
み

天
忍
穂
耳
尊
鎮
座
)
を
含
む
十
二
所
権
現
を
は
じ
め
、
合
計
七
四
の
拝
所
が
あ
り
、
現
在
も
約
半
数
は
確
認
で
き
る
。

新
客
に
対
し
て
入
峰
以
前
に
数
十
日
間
の
満
山
綾
堂
を
義
務
づ
け
た
こ
と
は
、
彦
山
聖
域
内
の
寺
院
・
社
堂
・
石
窟
を
は
じ
め
、
由
緒

あ
る
地
物
、
眺
望
さ
れ
る
周
囲
の
聖
山
・
霊
廟
(
求
菩
提
山
・
福
智
山
・
阿
蘇
山
・
宇
佐
)
な
ど
の
所
在
や
知
識
の
反
復
学
習
を
課
し
た

こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
は
、
俗
人
に
対
す
る
登
山
の
ガ
イ
ド
(
先
達
〉
と
し
て
、
聖
域
の
タ
ブ
ー
や
霊
験
あ
ら
た
か
な
多
数
の
拝
所
を

山岳霊場における聖・俗境界の諸相

悉
く
熟
知
し
説
明
す
る
能
力
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
山
伏
社
会
の
成
人
式
で
も
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
満
山
緯
堂
の
小
修
尾
が
厳
し

い
宗
教
儀
礼
を
主
体
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
拝
所
の
一
つ
で
あ
る
豊
前
掘
(
豊
前
坊
・
高
住
神
社
)
に
奉
納
さ
れ
た
次
の
よ
う

な
宝
牛
の
銘
立
)
に
よ
っ
て
窺
え
る
。

し
き
み

。
一
夏
九
旬
の
問
、
烈
風
雷
雨
を
厭
わ
ず
、
此
神
社
に
詣
て
、
檎
を
摘
み
、
阿
伽
を
汲
み
、
法
華
の
行
を
修
し
、
上
は
諸
仏
及
び
護
法
天
神
を
供
養

し
、
下
は
一
切
衆
生
を
化
度
す
る
の
秘
法
な
り
。

中
世
の
入
峰
に
は
新
客
が
何
十
人
と
い
う
記
録
が
あ
る
の
で
ハ
草
、
そ
の
前
行
で
あ
る
回
峰
行
(
小
修
尾
)
を
行
な
う
新
客
も
多
か
っ

た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
大
廻
行
人
は
一
夏
九
旬
の
期
聞
を
少
人
数
で
、

し
か
も
大
修
尾
は
行
中
一
度
で
あ
っ
て
も
、
成
人
式
に
相

当
す
る
厳
し
い
三
季
入
峰
の
前
に
、
多
数
の
新
客
が
満
山
緯
堂
を
し
て
お
れ
ば
、
彦
山
聖
域
内
部
の
警
固
役
を
果
す
こ
と
が
で
き
た
と
考
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え
ら
れ
る
。
た
だ
し
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
入
峰
の
前
行
と
し
て
は
著
し
く
期
聞
を
短
縮
、
ま
た
は
全
く
省
略
し
た
よ
う
で
あ
る
。

小
修
尾
と
大
修
尾
の
関
係
に
つ
い
て
結
果
的
に
い
え
る
こ
と
は
、
彦
山
聖
域
の
中
枢
を
な
す
三
所
権
現
ハ
十
二
所
権
現
)
な
ど
を
巡
拝
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す
る
小
修
尾
が
、
大
修
尾
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
た
俗
な
る
行
政
の
及
び
難
い
聖
域
の
中
で
、
明
治
維
新
ま
で
保
持
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

な
お
高
野
山
の
場
合
も
、
か
つ
て
は
七
里
結
界
の
四
至
や
外
八
葉
・
内
八
葉
の
回
峰
路
が
あ
っ
て
、
殊
に
金
剛
峯
寺
や
空
海
入
定
の
奥
ノ

院
な
ど
を
取
り
囲
む
、
摩
尼
山
・
転
軸
山
・
獄
弁
天
・
大
門
を
廻
る
内
八
葉
の
回
峰
行
は
、
聖
域
中
枢
部
警
固
の
使
命
を
帯
び
て
い
た
こ

と
を
五
来
重
氏
は
最
近
指
摘
さ
れ
て
い
る
〈

g
。

、
四
土
結
界
に
よ
る
聖
域
環
境
の
維
持

一
、
俗
権
を
除
去
す
る
四
土
結
界

俗
な
る
行
政
の
干
渉
を
拒
む
聖
域
に
は
、
俗
世
間
と
異
な
る
諸
々
の
規
制
・
禁
制
を
設
け
た
。
英
彦
山
の
場
合
、
起
源
は
明
ら
か
で
な

い
が
明
治
初
年
に
至
る
ま
で
、
山
伏
集
落
内
で
の
出
産
は
禁
制
で
あ
り
、
妊
婦
は
山
麓
の
俗
家
(
農
家
〉
ま
で
下
っ
て
出
産
し
た
(
写
真

-
(
下
〉
。
ま
た
安
政
五
年
(
一
八
五
八
)
に
至
っ
て
初
め
て
解
禁
と
な
っ
た
稲
作
は
、
鎌
倉
時
代
の
『
彦
山
流
記
』
の
中
に
、
「
谷
-
一
一

畦
ノ
耕
回
無
シ
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
禁
制
の
歴
史
は
古
く
て
長
い
。
女
人
禁
制
は
江
戸
時
代
に
は
解
か
れ
て
い
た
こ
と
が

『
塵
壷
集
』
に
よ
っ
て
窺
わ
れ
る
。
同
書
に
は
女
人
導
者
が
赤
不
浄
の
場
合
、

四
土
結
界
(
四
重
の
圏
)
の
ど
の
圏
内
で
不
浄
が
始
ま
っ

た
か
に
よ
っ
て
、
圏
内
か
ら
先
に
進
ま
、
ず
、
後
戻
る
よ
う
に
定
め
て
い
る
が
、
最
終
圏
内
(
山
頂
部
)
で
不
浄
と
な
っ
た
場
合
は
社
参
し

て
も
よ
い
と
し
て
い
る
。

山
内
に
居
住
す
る
山
伏
や
俗
人
同
町
人
・
農
民
)
に
対
す
る
右
の
よ
う
な
内
容
を
含
む
式
目
・
法
度
が
、
寛
永
一
九
年
(
一
六
回
二
)

に
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
の
も
の
を
条
文
化
し
、
二
三
カ
条
の
式
目
と
一
三
カ
条
の
法
度
と
し
て
座
主
有
清
の
名
で
布
告
さ
れ
て
い
る

auo

し
か
し
そ
れ
を
山
内
居
住
者
に
は
徹
底
で
き
る
と
し
て
も
、
広
く
全
九
州
の
信
仰
圏
か
ら
登
拝
に
来
る
多
く
の
檀
那
(
農
民
が
主
体
)
は
、
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式
目
・
法
度
の
条
項
を
総
て

知
る
は
ず
は
な
い
。
毎
年

月
一
四
・
一
五
日
の
松
会
祈

年
祭
(
五
穀
豊
穣
祈
願
)
の

両
日
で
、
江
戸
時
代
中
期
に

は
、
多
い
年
に
は
七
|
八
万

人
の
参
詣
者
が
群
集
し
た

と
、
関
銭
の
徴
収
額
に
よ
っ

て
推
定
し
て
い
る
(
草
。
そ

れ
ほ
ど
の
多
人
数
に
対
し
、

あ
る
い
は
ま
た
豊
前
小
倉
藩

主
、
肥
前
佐
賀
藩
主
は
彦
山

権
現
に
対
す
る
大
檀
那
の
信

仰
を
寄
せ
て
い
た
か
ら
、
藩

主
や
藩
士
の
登
拝
も
あ
り
、

ま
た
幕
府
巡
見
使
を
迎
え
た

こ
と
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
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。ζ

さ

ん

し

ど

け

っ

か

い

写
真
1

英
彦
山
「
四
土
結
界
」
の
景
観

上
英
彦
山
神
宮
本
社
(
上
宮
)
の
鎮
座
す
る
中
岳
山
頂
三
九
七
九
年
二
月
一
ニ
日
号
。

山
頂
部
の
南
岳
(
写
真
友
前
方
)
・
中
岳
(
写
真
右
半
)
・
北
岳
は
天
台
思
想
の
「
常
寂
光
土
」
と
し
て
、
理
想
と
現
実
の
一
体
化
し
た
絶
対
的
浄

土
で
あ
り
、
人
間
が
清
浄
な
自
然
そ
の
も
の
に
融
合
し
帰
一
で
き
る
世
界
と
し
た
。

中
表
参
道
の
鰍
ノ
鳥
居
(
重
要
文
化
財
)
三
九
七
九
年
二
月
三
日
君
。

こ
の
鳥
居
(
結
界
)
を
潜
る
と
仏
・
菩
援
の
声
を
聞
き
縁
を
悟
る
「
方
便
浄
土
」
の
世
界
と
な
っ
た
。
鳥
居
は
寛
永
一
四
年
(
一
六
三
七
)
佐
賀

藩
主
鍋
嶋
勝
茂
寄
進
。
「
英
彦
山
」
の
額
は
享
保
一
四
年
(
一
七
二
九
)
霊
元
法
皇
の
院
宣
に
よ
る
寄
進
以
後
は
従
来
の
彦
山
か
ら
英
彦
山
と
改

称
さ
れ
た
。

下
山
中
の
北
坂
本
集
落
ハ
一
九
八
七
年
二
月
一
言
旦
抽
〉

俗
聖
の
同
居
す
る
「
凡
聖
同
居
土
」
の
世
界
と
し
、
妻
帯
山
伏
の
産
自
民
集
洛
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
付
近
で
稲
作
が
解
禁
と
な
っ
た
の
は
安
政
五

年
三
八
五
八
)
以
降
。



俗
的
権
力
者
や
俗
人
を
受
入
れ
た
場
合
の
英
彦
山
と
し
て
は
、
聖
域
内
に
お
い
て
俗
権
や
俗
習
慣
が
行
使
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
聖
域
と
し

て
の
仕
来
り
に
同
調
さ
せ
な
が
ら
、
俗
な
る
も
の
を
除
去
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
の
記
録
で
は
あ
る
が
、
英
彦
山
で
は
天
台

思
想
に
も
と
づ
い
て
図
3
に
模
式
的
に
示
し
た
よ
う
な
四
土
結
界
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
山
内
居
住
者
は
勿
論
の
こ
と
、
俗
界
か
ら

入
山
し
た
権
力
者
や
一
般
の
檀
那
に
対
処
し
た
。

山岳霊場における聖・俗境界の諸相

具
体
的
に
は
、
英
彦
山
三
所
権
現
の
鎮
座
す
る
山
頂
部
の
山
体
(
北
岳
・
中
岳
・
南
岳
)
を
中
核
と
し
て
、
四
土
結
界
す
な
わ
ち
四
重

(
鷹
)

の
同
心
円
状
の
聖
域
圏
を
設
け
、
外
縁
の
北
か
ら
東
に
か
け
て
北
蹴
川
・
別
所
載
川
・
高
巣
岳
、
南
か
ら
西
に
か
け
て
玉
屋
被
川
・
小
蔵

ぽ
ん
し
よ
う
ど
う
ど
ど

川
・
南
蹴
川
を
結
ぶ
制
道
(
結
界
の
道
〉
で
区
画
し
た
。
こ
の
四
重
の
聖
域
圏
は
、
山
麓
部
か
ら
山
頂
に
向
っ
て
、

Z
凡
聖
同
居
土
、

E

陪

凧

ベ

ん

じ

よ

う

ど

ほ

い

ベ

ん

う

よ

ど

じ

っ

ぽ

う

ど

ん

ど

じ

う

ぼ

う

む

し

よ

う

げ

ど

方
使
浄
土
ハ
方
便
有
余
土
〉
、
E
実
報
厳
土
ハ
実
報
無
障
礎
土
〉
、

wu
常
寂
光
土
に
推
移
す
る
。
そ
し
て

I
↓
瓦
の
入
口
に
当
る
一
ノ
鳥
居

は
金
属
製
ハ
鍬
尉
脱
〉
、
同
様
に
E
↓
E
の
一
ア
鳥
居
は
石
製
、
E
↓
百
の
一
テ
鳥
居
は
木
製
で
結
界
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
慨
観

し
て
み
よ
う
。

-
凡
霊
同
居
土

こ
の
圏
内
は
文
字
通
り
凡
(
俗
)
聖
の
共
存
同
居
す
る
準
聖
域
の
世
界
で
あ
る
。
殺
生
禁
制
の
ほ
か
、
こ
こ
に
あ
る
北

坂
本
〈
写
真
1
下
〉
・
南
坂
本
の
百
姓
集
落
は
、

俗
界
の
百
姓
と
は
異
な
り
、

江
戸
時
代
末
期
ま
で
は
五
穀
栽
培
も
固
く
禁
じ
ら
れ
て
い

た
。
制
道
外
で
僅
か
に
水
田
を
耕
作
し
た
り
(
想
、
圏
内
で
は
坊
家
へ
供
給
す
る
読
莱
や
茶
栽
培
な
ど
を
行
な
っ
た

Q

ま
た
諸
坊
家
の
婦

人
た
ち
の
産
所
と
い
う
重
要
な
機
能
を
持
っ
て
い
た
。

E
方
領
浄
土

方
便
(
仮
の
世
界
)
の
迷
を
脱
し
、
真
理
の
世
界
に
お
い
て
仏
・
菩
薩
の
声
を
聴
き
、
仏
縁
を
悟
る
が
、
な
お
ま
だ
根

元
の
迷
が
残
存
す
る
世
界
で
あ
る
(
写
真
1
中
〉
。
こ
の
圏
内
に
山
伏
の
坊
家
が
立
地
し
て
お
り
、
俗
人
の
参
詣
者
を
座
敷
に
宿
泊
さ
せ
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たハ
U
U
G

「
坊
中
ノ
客
股
ハ
上
宮
ノ
拝
肢
ナ
リ
。
依
之
今
ニ
モ
汚
積
不
浄
ノ
人
ハ
出
入
セ
サ
ル
ソ
」
(
『
塵
壷
集
』
)

と
い
う
こ
と
か
ら
、
客
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殿
ハ
座
敷
)
に
宿
泊
さ
せ
る
こ
と
は
、
俗
人
と
し
て
の
汚
れ
を
浄
化
す
る
機
能
を
も
っ
て
い
た
と
み
な
さ
れ
る
。
ま
た
寛
文
十
一
年
三

六
七
一
)
に
町
家
約
三

O
軒
も
新
設
さ
れ
た
が
、
坊
家
と
同
様
に
出
産
は
禁
制
で
あ
っ
た
。
運
搬
用
の
牛
馬
は
狭
い
隠
れ
道
を
通
っ
て
坊

家
や
町
屋
に
至
っ
た
。

E
実
報
厳
土

菩
薩
の
生
ま
れ
る
所
で
あ
る
か
ら
、
死
識
を
忌
み
、
断
惑
の
成
果
が
滞
り
な
く
実
証
さ
れ
る
世
界
と
な
っ
て
い
る
。
牛

馬
な
ど
を
こ
の
地
に
入
れ
る
こ
と
も
禁
制
で
あ
る
。
山
頂
部
の
三
所
権
現
を
除
く
山
内
の
主
要
な
社
・
寺
・
窟
は
、

ほ
と
ん
ど
こ
の
圏
内

に
設
け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
大
廻
行
の
小
修
尾
(
内
廻
)
も
大
部
分
は
そ
れ
ら
を
巡
拝
し
て
い
る
。

そ
の
中
に
は
修
験
道
の
祖
に
託
さ
れ
て
い
る
役
行
者
〈
神
変
大
菩
薩
)
も
、
次
の
常
寂
光
土
へ
の
入
口
、
木
鳥
居
の
側
に
組
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
永
徳
三
年
の
大
廻
行
図
(
図
1
〉
か
ら
も
読
み
と
れ
る
。

N
常
寂
光
土

山
頂
部
の
英
彦
山
三
所
権
現
を
中
心
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
理
想
と
現
実
、
寂
(
静
)
と
光
(
動
)
の
一
体
化
し
た
世
界

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
此
岸
と
彼
岸
を
超
越
し
て
体
得
さ
れ
る
真
の
絶
対
的
浄
土
で
あ
り
、
こ
こ
に
存
在
す
る
仏
は
ハ
三
所
権
現
の
本
地

仏
で
あ
る
阿
弥
陀
如
来
・
千
手
観
音
・
釈
迦
如
来
〉
、
時
間
・
空
間
に
わ
た
る
宇
宙
の
統
一
体
で
あ
り
、
永
遠
に
し
て
絶
対
的
存
在
の
世

界
と
さ
れ
た
(
想
。
こ
の
域
内
で
は
大
小
便
・
唾
を
も
忌
む
か
ら
、
人
為
的
汚
染
の
な
い
、
清
浄
な
自
然
そ
の
も
の
に
、
聖
・
俗
人
の
如
何

を
問
わ
ず
融
合
し
帰
一
で
き
る
環
境
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
(
写
真
1
上
)

0

常
寂
光
土
が
彦
山
三
所
権
現
の
鎮
座
す
る
聖
域
の
中
核
と
し
て
、
す
で
に
平
安
時
代
か
ら
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
域
内
の
南
岳

〈
俗
体
権
現
)
山
頂
か
ら
永
久
元
年
(
一
一
一
一
二
)
銘
の
銅
製
経
筒
が
出
土
し
た
り
、
中
岳
(
女
体
権
現
〉
山
頂
の
上
宮
に
は
久
安
元
年

(
一
一
四
五
)
に
銅
板
法
華
経
を
納
め
た
り
(
『
彦
山
流
記
』
)
、
北
岳
(
法
体
権
現
)
か
ら
は
七
世
紀
後
半
|
九
世
紀
の
新
羅
仏
が
出
土

し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
推
察
さ
れ
る
ハ

8
0



(北)

山岳霊場における聖・俗境界の諸相

(東)

137 

(南)

(彦山小形)

(英彦山神宮蔵)

(西)

写真2 英彦山聖域を示す「山ノ木図」

実物は東西136cm，南北137cm，最高64cm，

聖
域
を
立
体
表
現
し
た
彦
山
小
形
(
山
の
木
図
)

四
土
結
界
の
周
域
を
更
に
包
括
し
た
の
が
前
に
検
討
し
た

大
廻
行
の
大
修
尾
(
外
廻
)
で
あ
り
、
聖
・
俗
の
境
界
巡
察

を
兼
ね
た
宗
教
行
動
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
補
強
し
裏
付

け
る
物
的
証
拠
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
彦
山
小
形
・
山
ノ
木

図
」
な
ど
と
称
さ
れ
、
現
在
に
至
る
ま
で
英
彦
山
の
宝
物
と

し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
立
体
模
型
の
存
在
で
あ
る
(
写
真
2

英
彦
山
神
宮
蔵
〉
。

元
和
二
年
(
一
六
一
六
)
に
小
倉
藩
主
細
川
忠
興
は
、
彦

山
霊
仙
寺
講
堂
を
再
建
し
た
(
棟
札
・
英
彦
山
神
宮
蔵
)
。

伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
と
き
の
余
材
を
寄
木
し

て、

一
辺
約
一
四

O
m
、
最
高
約
六
五
仰
の
彦
山
立
体
模
型

を
作
っ
た
と
い
う
。
古
来
、
生
活
空
間
の
表
現
は
絵
図
や
平

面
地
図
を
用
い
る
の
が
通
例
で
あ
り
、
関
知
る
す
限
り
に
お

い
て
、
彦
山
小
形
は
現
存
す
る
日
本
最
古
の
立
体
地
図
の
よ

う
で
あ
る
。
絵
図
に
比
べ
て
著
し
く
手
聞
を
要
し
、
保
存
に

も
特
別
な
場
所
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
誰
に
も
目
立
ち
ゃ
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す
く
、
地
域
の
重
要
性
を
、

リ
ア
ル
な
立
体
図
で
理
解
し
た
い
要
望
を
生
じ
た
場
合
に
限
り
、
丹
精
こ
め
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
出
羽
国
鳥
海
山
(
二
二
三

O
m
)
で
も
、
元
禄
十
六
年
(
一
七

O
三
)
か
ら
宝
永
元
年
(
一
七

O
四
)
に
か
け
て
、
山
頂
部
の

境
界
を
め
ぐ
る
庄
内
藩
と
矢
島
藩
の
論
争
が
あ
り
、
そ
の
さ
い
山
の
土
型
(
土
図
)
に
和
紙
を
貼
り
重
ね
て
作
製
し
た
「
張
抜
き
絵
図
」
〈
坦

と
称
す
る
立
体
地
図
の
複
製
が
鳥
海
山
麓
の
大
物
忌
神
社
(
山
形
県
遊
佐
町
)
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
明
和
四
年
(
一
七
六
七
)
に

毛
利
藩
の
絵
図
師
が
、
周
防
・
長
門
の
全
域
を
約
二
・
五
万
分
ノ
一
の
立
体
模
型
で
表
現
し
、
孫
の
時
代
に
至
っ
て
藩
主
の
献
上
さ
れ
た

こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
〈

8
0
西
国
海
上
交
通
の
要
衝
と
し
て
、
上
ノ
関
・
中
ノ
関
・
下
ノ
闘
を
擁
す
る
こ
国
で
あ
り
、
ま
た
幕
末
の

長
州
藩
で
は
多
分
に
軍
事
的
な
立
体
模
型
と
し
て
活
用
さ
れ
た
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。

彦
山
小
形
の
作
成
意
図
を
明
記
し
た
古
文
書
は
未
見
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
使
用
例
を
み
る
と
、
公
儀
に
対
す
る
彦
山
境
界

の
説
明
や
、
現
地
と
の
確
認
に
再
三
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、

お
そ
ら
く
は
彦
山
が
主
張
し
て
き
た
中
世
の
七
里
四
方
の
聖
域
・
守
護
使

不
入
権
な
ど
が
、
近
世
に
お
い
て
周
辺
領
主
か
ら
侵
さ
れ
よ
う
と
し
た
と
き
、
彦
山
の
僧
徒
が
伝
統
的
に
四
土
結
界
の
聖
域
と
認
識
し
て

い
た
彦
山
三
所
権
現
・
霊
仙
寺
境
内
だ
け
は
、
明
確
に
し
て
護
持
し
な
け
れ
ば
と
い
う
執
念
か
ら
、
絵
図
で
は
心
許
な
く
、
立
体
模
型
を

作
っ
て
残
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『
塵
査
集
』
に
は
山
の
木
図
と
大
廻
行
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

享
保
三
年
寺
社
監
土
井
予
州
ヨ
リ
彦
山
河
訓
骨
L
U
か
ア
ル
へ

γ
ト
ノ
奉
書
来
リ
、
御
料
ノ
役
人
来
テ
古
来
ノ
堺
限
リ
ヲ
計
テ
見
分
ア
リ
、
絵
図
ヲ
認

メ
テ
下
山
ア
ロ
、
其
後
延
亭
・
宝
暦
ノ
巡
見
使
ニ
モ
山
ノ
木
図
ヲ
以
テ
、
古
来
ノ
大
廻
界
ヲ
委
悉
-
一
見
分
セ
ラ
レ
シ
ナ
リ
。

右
の
よ
う
に
山
ノ
木
図
の
作
成
は
江
戸
時
代
初
期
で
あ
っ
て
も
、
木
図
の
表
現
範
囲
は
古
来
の
大
廻
界
(
大
修
尾
・
外
廻
)
す
な
わ
ち

彦
山
聖
域
と
俗
域
の
境
界
を
説
明
す
る
こ
と
に
用
い
た
こ
と
が
判
る
。



四
、
聖
域
に
起
因
す
る
福
岡
・
大
分
両
県
境
論
争

明
治
時
代
に
お
け
る
福
岡
・
大
分
両
県
合
意
の
県
境

国
土
地
理
院
発
行
の
一
了
五
万
分
ノ
一
地
形
図
「
英
彦
山
」
図
葉
に
は
、
英
彦
山
頂
部
一
帯
に
福
岡
県
〈
添
田
町
)
と
大
分
県
(
山
国

町
)
の
境
界
線
が
記
入
さ
れ
て
い
な
い
(
図

4
1
富
士
山
や
筑
波
山
で
は
山
頂
部
の
境
界
論
争
も
近
年
解
決
し
て
い
る
が
、

英
彦
山
の

場
合
は
現
在
な
お
決
着
を
み
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。
英
彦
山
で
は
聖
域
を
確
保
す
る
た
め
に
薬
師
十
二
神
将
や
観
音
二
十
八
部
衆
な
ど

を
勝
示
し
た
り
、
そ
れ
ら
を
巡
拝
し
な
が
ら
聖
・
俗
部
の
界
を
警
固
し
た
大
廻
行
(
大
修
尾
〉
を
実
施
し
て
い
た
江
戸
時
代
に
お
い
て

も
、
す
で
に
英
彦
山
と
豊
後
国
日
田
郡
(
天
領
)
、
筑
前
国
上
座
郡
、
豊
前
園
田
川
郡
・
仲
津
郡
・
下
毛
郡
と
の
境
は
異
論
が
多
く
、
天

山岳霊場における聖・俗境界の諸相

保
四
年
ハ
一
八
三
三
)
の
『
郷
村
高
帳
』

(
英
彦
山
神
宮
文
書
)
に
も
、
た
と
え
ば
「
但
豊
前
小
倉
領
に
相
紛
、
碇
と
相
分
不
申
候
得

共
、
以
前
之
印
等
者
御
座
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
豊
前
・
豊
後
・
筑
前
の
三
国
に
ま
た
が
る
英
彦
山
権
現
社
領
(
霊
仙
寺
領
)
の
治
外

法
権
的
な
聖
域
に
対
す
る
一
般
行
政
の
干
渉
が
、
各
時
代
に
お
け
る
聖
俗
両
者
の
力
関
係
に
よ
っ
て
変
動
す
る
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え

ら
れ
る
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
明
治
維
新
の
神
仏
分
離
令
、

四
年
の
廃
藩
置
県
、
五
年
の
修
験
宗
廃
止
令
(
天
台
・
真
言
の
何
れ
か
へ
帰
属
)
な

ど
、
政
・
教
両
面
の
変
革
に
よ
っ
て
、
英
彦
山
修
験
道
の
組
織
的
な
宗
教
活
動
は
継
続
不
能
と
な
っ
た
。
ま
た
英
彦
山
の
所
属
行
政
区
も

再
三
変
動
し
た
。
幕
末
に
は
長
州
藩
の
尊
王
壌
夷
派
に
加
担
す
る
山
伏
が
多
く
な
り
、
佐
幕
派
の
小
倉
藩
は
英
彦
山
不
穏
と
み
て
、
文
久

三
年
(
一
八
六
三
〉
以
後
、
小
倉
藩
兵
の
監
視
下
に
お
き
、
親
長
州
派
と
み
な
さ
れ
た
約
二

O
名
の
山
伏
た
ち
を
小
倉
獄
に
連
行
し
、
六

139 

名
を
断
罪
し
て
い
る
(
号
。
山
内
の
山
伏
た
ち
に
対
し
て
も
、
最
大
の
生
活
財
源
と
な
っ
て
い
た
九
州
諸
国
や
防
長
二
国
へ
の
檀
那
廻
り
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(
配
札
・
配
薬
・
加
持
祈
龍
な
ど
を
し
て
布
施
を
得
た
〉
を
一
時
禁
止
し
た
り
、
行
動
範
囲
を
制
限
す
る
な
ど
し
た
た
め
、
山
伏
た
ち
の

生
活
は
逼
迫
し
た
。

こ
の
よ
う
な
情
況
下
に
明
治
維
新
を
迎
え
た
た
め
、
英
彦
山
は
豊
前
小
倉
藩
の
管
轄
と
な
る
こ
と
を
忌
避
し
、
明
治
二
年
に
は
旧
天
領

の
豊
後
日
田
県
へ
の
編
入
を
実
現
し
て
い
る
。
し
か
し
同
五
年
に
は
再
び
小
倉
県
所
属
を
申
し
渡
さ
れ
、
九
年
に
は
福
岡
県
に
併
合
に
な

る
な
ど
変
転
し
た
。
一
方
、
英
彦
山
の
分
水
嶺
を
越
え
た
南
に
隣
接
す
る
豊
前
国
下
毛
郡
槻
木
村
は
、
中
世
ま
で
は
彦
山
四
至
の
内
で
あ

っ
た
が
、
近
世
に
は
豊
前
中
津
藩
領
と
な
っ
て
い
た
。
明
治
四
年
の
廃
藩
置
県
で
中
津
県
か
ら
同
年
の
う
ち
に
小
倉
県
と
な
り
、
九
年
に

は
大
分
県
と
な
っ
て
、
彦
山
村
は
福
岡
県
、
槻
木
村
は
大
分
県
に
所
属
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
当
時
す
で
に
南
北
朝
時
代
以
前
か
ら
の
伝

統
を
も
っ
英
彦
山
聖
域
(
霊
仙
寺
境
内
)
の
境
界
を
巡
拝
す
る
大
廻
行
(
大
修
尾
・
外
廻
)
は
断
絶
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
明
治
三

三
年
(
一
九

O
O
)
測
図
、
同
三
六
年
製
版
の
五
万
分
ノ
一
地
形
図
「
吉
井
」

(
初
版
)
が
発
行
さ
れ
た
と
き
、
福
岡
県
(
田
川
郡
彦
山

村
)
と
、
大
分
県
(
下
毛
郡
槻
木
村
)
の
境
界
線
は
、
明
治
維
新
以
前
の
英
彦
山
聖
域
を
分
断
し
、
英
彦
山
旧
三
所
権
現
の
鎮
座
す
る
北

岳
・
中
岳
・
南
岳
(
明
治
以
後
は
中
岳
山
頂
の
英
彦
山
神
社
本
社
(
写
真
1
上
)
に
合
間
)
山
頂
を
連
ね
る
分
水
嶺
が
県
境
(
村
界
〉
と

与
ふ
つ
ず
、
、
こ
0

7

っ
し
ふ
/

と
こ
ろ
が
不
可
解
な
こ
と
に
は
、
地
図
の
記
載
と
は
異
な
る
県
境
が
、
地
図
の
実
測
を
終
了
し
た
翌
年
の
明
治
三
四
年
に
、
福
岡
県
と

大
分
県
で
次
の
よ
う
に
合
意
さ
れ
て
い
た
ハ
号
。
(
文
中
の
カ
ツ
コ
内
は
原
文
通
り
)

大
分
県
下
毛
郡
槻
木
村
及
福
岡
県
田
川
郡

彦
山
村
境
界
未
定
線
立
会
調
葺
書

一
、
従
来
わ
か
恥
ハ
畳
一
軒
蜘
ハ
小
島
附
近
既
定
線
ヨ
リ

b
Fヲ
経
一
ア
野
恥
仲
附
近
既
定
点
目
一
至
ル
争
恥
(
制
雅
一
概
書
)
ニ
シ
テ
骨
降
恥
ハ
会
掛
蜘
ハ
右
全
点



ヨ
リ
ム
川
掛
恥
尻
町
ん
川
向
町
?
比
伊
札
「
札
T
h
骨
骨
シ
テ
右
会
点
-
一
由
連
ス
ル
骨
恥
(
翻
講
一
一
語
一
)
ナ
リ
ト
ス

一
、
右
ノ
主
張
点
ヲ
双
方
ヨ
リ
譲
歩
シ
双
方
便
宜
ニ
シ
テ
又
他
日
紛
争
ノ
憂
ナ
シ
ト
認
ム
ル
界
線
左
ノ
如
シ

第
一
、
西
部
既
定
点
(
詳
)
ヨ
リ
全
猫
ノ
丸
尾
(
詳
)
三
台
ず
全
所
ヨ
リ
法
体
…
峯
(
時
五
)
ニ
至
ル
見
通
一
線
ヲ
界
線
ト
ス

第
二
、
右
法
体
峯
ヨ
リ
以
東
ハ
東
部
薬
師
峠
附
近
ノ
既
定
点
三
金
ル
点
ハ
右
出
堂
筋
(
制
嚇
献
立
十
四
、
三
)
ヨ
リ
南
部
百
間
(
平
面
)
ヲ
隔
テ
、
併
行
ヲ
函
シ

之
ヲ
界
線
ト
シ
テ
福
岡
県
ノ
主
張
線
ニ
至
リ
右
両
線
交
叉
点
ヨ
リ
既
定
線
(
訓
緋
黒
)
ニ
至
ル

右
、
明
治
一
一
一
十
四
年
四
月
二
十
四
日

福
岡
県
属

合大
分
県
属

左

正

武

池
田
常
三
郎

田
嶋
七
郎

山岳霊場における聖・俗境界の諸相

大
分
県
槻
木
村
は
、
英
彦
山
聖
域
の
中
核
を
な
す
山
頂
部
(
旧
彦
山
三
所
権
現
)
を
二
分
す
る
自
然
的
分
水
嶺
を
行
政
境
界
と
主
張
し

た
の
に
対
し
て
、
福
岡
県
彦
山
村
は
永
徳
三
年
(
一
三
八
三
〉
の
「
彦
山
霊
仙
寺
境
内
大
廻
行
守
護
神
配
立
図
」
の
外
廻
(
大
修
尾
〉
経

路
と
符
合
す
る
英
彦
山
南
東
斜
面
の
山
腹
を
境
界
と
主
張
し
て
い
る
。
彦
山
村
の
そ
れ
は
明
治
十
年
頃
と
推
定
さ
れ
る
「
三
小
区
彦
山
村

(
檎
垣
元
吉
氏
蔵
)
や
、
明
治
二

O
年
前
後
の
作
成
と
推
定
さ
れ
る
「
英
彦
山
大
絵
図
」

(
添
国
町
役
場
蔵
〉
に
も
図
示
さ
れ
て
い

図
L-

る。
一
方
、
槻
木
村
に
は
大
絵
図
な
ど
の
古
地
図
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
分
水
嶺
を
彦
山
村
と
の
境
と
立
証
す
る
何
ら
か
の
有
力
な
資
料
が

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
結
局
は
双
方
よ
り
譲
歩
し
て
、
他
日
紛
争
の
種
に
な
ら
な
い
と
認
め
ら
れ
る
境
界
線
と
し
て
図
4
の
④
線
が
決
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定
し
た
こ
と
に
な
る
。
現
在
も
こ
の
地
域
の
国
有
林
は
、
英
彦
山
分
水
嶺
を
越
え
た
@
線
ま
で
、
土
地
台
帳
で
は
大
字
英
彦
山
字
二
ノ
御

獄
二
六
番
地
と
し
て
、
福
岡
県
直
方
営
林
署
が
管
轄
し
、
そ
れ
よ
り
東
側
の
山
麓
を
大
分
県
中
津
営
林
署
が
管
轄
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と



図4 英彦山付近の未確定(論争)県境

(国土地理院2.5万分ノ 1r英彦山J昭和50年発行図を縮小)

A 明治34年，福岡県・大分県妥協の境界線

B 上記妥協前の彦山村(現在，福岡県田川郡添岡町)主張の境界線

c[上記妥協前の槻木村(現在，大分県下毛郡山国町)主張の境界線

L※昭和42年以来，山国町の主張する境界線
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作図資料:明治34年4月24日「大分県下毛郡槻木村及福岡県回JII郡彦山村境界

未定線立会調査書」による ※添田町・山国町境界関係資料による

但し明治34年の境界線記入図と，現在の2.5万分ノ 1地形図では，正確度に誤

差があって転写困難なため，境界線付近を帯状に示した。



は
明
治
三
四
年
の
福
岡
・
大
分
両
県
の
譲
歩
に
よ
る
境
界
線
が
生
き
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
何
故
に
地
方
自
治
体
の
行
政
境
界
未

確
定
域
(
「
争
論
境
界
」
)
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
経
緯
を
次
に
述
べ
る
。

英
彦
山
を
め
ぐ
る
福
岡
・
大
分
間
県
境
問
題
の
再
発

)
 

4
A
 

(
 
大
分
県
山
国
町
と
福
岡
県
添
田
町
に
よ
る
町
界
〈
県
界
)
論
争
の
発
生

昭
和
四
二
年
一
一
月
一
一
一
一
日
、
大
分
県
山
国
町
長
は
福
岡
県
添
田
町
長
宛
に
、
国
土
地
理
院
発
行
の
五
万
分
ノ
一
地
形
図
手
口
井
」
の

複
製
を
添
付
し
て
、
地
形
図
上
の
境
界
線
が
両
町
(
両
県
)
の
境
界
線
と
一
致
す
る
こ
と
の
確
認
証
明
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
添

田
町
長
は
即
日
「
上
記
の
通
り
相
違
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
」
旨
の
通
知
を
返
送
し
た
。
更
に
四
四
年
一
一
一
月
一
一
一
一
日
に
は
両
町
に
よ
っ

て
、
現
地
調
査
を
実
施
し
、
地
形
図
の
境
界
通
り
で
あ
る
と
い
う
確
認
書
を
取
り
交
し
て
い
る
。

つ
ま
り
両
町
と
も
明
治
三
四
年
の
合
意

山岳霊場における聖・俗境界の諸相

境
界
線
の
存
在
を
忘
却
し
て
い
た
の
か
、
別
個
に
五
万
分
ノ
一
地
形
図
の
境
界
線
に
基
く
確
認
に
終
始
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

当
時
、
何
故
に
町
境
ハ
県
境
)
に
関
し
て
確
認
書
を
山
国
町
、
が
添
田
町
に
請
求
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
山
田
町
と
添
田
町
(
福
岡

県
〉
の
境
界
論
争
の
経
緯
(
山
国
町
役
場
、
資
料
)
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
昭
和
四
二
年
山
国
町
が
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
申
請
の
た
め
、
山
林
面
積
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
問
題
部
分
の
山
林
が
う
か

び
上
っ
て
き
た
。
中
津
営
林
署
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
問
題
部
分
の
山
林
は
、
直
方
営
林
署
の
管
轄
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
山

国
町
で
は
当
該
山
林
は
、
国
土
地
理
院
の
地
図
か
ら
み
て
も
大
分
県
側
に
あ
り
、
当
該
山
林
に
対
す
る
交
付
金
は
山
田
町
に
交
付
さ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
こ
と
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
生
じ
た
も
の
で
あ
る
」
。
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要
す
る
に
国
有
林
交
付
金
の
う
ち
、
直
方
営
林
署
の
管
轄
す
る
@
線
と
@
線
聞
の
部
分
は
福
岡
県
添
田
町
に
交
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

の
で
、
五
万
分
ノ
一
地
形
図
に
記
載
さ
れ
た
県
境
(
@
線
〉
の
通
り
山
国
町
に
交
付
さ
れ
る
よ
う
意
図
し
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
九
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州
の
国
有
林
を
管
轄
す
る
熊
本
営
林
局
と
し
て
は
、
明
治
三
四
年
の
福
岡
・
大
分
両
県
の
合
意
に
よ
る
県
境
に
基
い
で
、
福
岡
県
側
は
直

方
営
林
署
、
大
分
県
側
は
中
津
営
林
署
が
管
轄
を
分
担
し
て
い
る
関
係
上
、
担
当
地
域
を
変
更
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
両
県
の
行
政
区
界
と

し
て
の
県
境
変
更
の
理
由
と
確
認
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
る
。

熊
本
営
林
局
か
ら
の
確
認
文
書
に
よ
っ
て
明
治
三
四
年
の
県
境
合
意
書
の
存
在
を
承
知
し
た
添
田
町
は
、
昭
和
四
六
年
十
月
一
一
一
一
一
日
山

国
町
長
に
宛
て
て
、
昭
和
四
二
年
十
二
月
十
三
日
付
の
境
界
確
認
書
を
破
棄
し
、
明
治
三
四
年
四
月
二
四
日
に
福
岡
・
大
分
両
県
で
確
認

決
定
さ
れ
た
境
界
線
を
遵
守
す
る
旨
の
通
知
を
行
っ
て
い
る
。
逐
一
の
推
移
は
省
略
す
る
が
、
福
岡
県
添
田
町
と
大
分
県
山
国
町
の
立
場

は
、
現
段
階
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

(2) 

福
岡
県
お
よ
び
清
田
町
の
境
界
に
対
す
る
見
解

添
田
町
の
主
張
を
最
も
よ
く
表
現
し
た
の
は
昭
和
四
八
年
二
月
二
八
日
付
建
設
省
国
土
地
理
院
長
・
同
九
州
地
方
測
量
部
長
・
福
岡
県

知
事
に
宛
て
た
「
大
分
県
山
田
町
と
の
町
境
界
(
一
部
)
訂
正
に
つ
い
て
」
に
よ
る
左
記
①
|
@
、
お
よ
び
同
年
七
月
一
八
日
に
九
州
地

方
測
量
部
長
宛
の
@
で
あ
る
。

①
明
治
三
四
年
四
月
二
四
日
付
「
大
分
県
下
毛
郡
樹
木
村
お
よ
び
福
岡
県
田
川
郡
彦
山
村
境
界
未
定
線
立
会
調
査
書
」
に
よ
る
後
日
紛

争
の
な
い
よ
う
境
界
線
の
協
定
が
福
岡
・
大
分
両
県
に
お
い
て
締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

@
添
田
町
付
固
定
資
産
関
係
図
(
字
図
・
大
絵
図
〉
に
よ
っ
て
も
そ
の
こ
と
が
立
証
さ
れ
る
こ
と
。

@
農
林
省
は
①
に
も
と
づ
い
て
正
式
な
行
政
区
界
と
し
、
国
有
林
の
林
班
図
に
お
い
て
も
中
津
営
林
署
部
内
平
鶴
国
有
林
(
大
分
県
)

と
直
方
営
林
署
部
内
英
彦
山
国
有
林
(
福
岡
県
)
が
明
確
に
区
分
さ
れ
、
今
日
ま
で
施
業
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

@
大
分
県
山
国
町
の
申
入
れ
に
対
し
添
田
町
は
図
面
上
の
境
界
を
確
認
し
た
ま
で
で
、
①
の
境
界
が
真
実
な
も
の
で
あ
り
、
今
後
こ
の



境
界
を
遵
守
し
両
町
の
境
界
を
明
確
に
し
た
い
。

@
昭
和
四
七
年
八
月
の
国
土
地
理
院
の
二
万
五
千
分
ノ
一
地
形
図
の
修
正
実
施
に
あ
た
り
、
境
界
訂
正
を
申
請
し
た
こ
と
(
但
し
@
の

結
果
、

「
争
論
境
界
」
と
し
て
再
申
請
し
た
)
。

@
昭
和
四
八
年
七
月
十
四
日
に
大
分
県
山
田
町
長
と
協
議
の
結
果
、
両
町
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
県
地
方
課
に
本
境
界
の
件
に
つ
い
て
、

両
県
で
協
議
方
を
申
請
し
た
。

(3) 

大
分
県
お
よ
び
山
国
町
の
境
界
に
対
す
る
見
解

前
記
の
よ
う
に
福
岡
県
添
田
町
の
主
張
は
明
治
三
四
年
の
大
分
県
と
の
合
意
書
に
よ
る
県
境
が
総
て
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に

対
し
て
大
分
県
山
国
町
の
主
張
す
る
の
は
五
万
分
ノ
一
地
形
図
の
県
境
で
あ
り
、
明
治
三
六
年
初
版
の
「
吉
井
」
図
幅
以
来
、
福
岡
側
か

山岳霊場における聖・俗境界の諸相

ら
県
境
(
村
・
町
境
)
の
修
正
や
異
論
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
点
検
討
し
て
み
る
と
、
地
形
図
の
改
訂
毎
に

現
地
に
確
め
る
「
地
名
調
書
」

(
国
土
地
理
院
蔵
)
で
現
存
す
る
当
該
地
最
古
の
も
の
は
、
昭
和
十
一
年
の
福
岡
県
彦
山
村
と
大
分
県
槻

木
村
で
あ
り
村
界
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

(
地
名
調
書
用
紙
甲
)
-
証
明
書

福
岡
県
岡
川
郡
彦
山
村

右
昭
和
二
年
以
降
村
境
界
ニ
異
状
ナ
キ
コ
ト
ヲ
証
ス

昭
和
十
一
年
六
月
二
日

間
川
郡
彦
山
村
長
広
瀬
久
太

(
地
名
調
書
用
紙
乙
)
山
岳

大
分
県
界
品
管
ユ

官
幣
中
社
英
彦
山
神
社
頂
上
品
一
鎮
座
エ

印
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(
地
名
一
調
書
用
紙
乙
)

境
界
変
更
昭
和
二
年
后
変
更
ナ
シ

前
書
之
通
ニ
侯
也

昭
和
十
一
年
六
月
二
十
一
日

大
分
県
下
毛
郡
槻
木
村
長
宝
珠
山
重
次

(
地
名
調
書
用
紙
乙
)
参
考

英
彦
山
及
ガ
メ
ラ
キ
峠
商
ニ
…
塗
へ
何
レ
モ
県
境
界
郡
界
頂
上
マ
テ
五
十
町
北
-
一
犬
ケ
岳
笠
ユ

~p 

右
の
よ
う
に
両
村
と
も
昭
和
二
年
以
降
変
化
な
し
と
し
て
い
る
が
、
明
治
三
六
年
の
五
万
分
ノ
一
地
形
図
「
吉
井
」
初
版
以
降
の
も
の

を
み
る
限
り
、
県
境
の
記
載
に
変
化
は
な
い
の
で
、
そ
の
当
時
か
ら
不
動
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
福
岡
県
添
田
町
の
主
張
根
拠
で
あ

る
明
治
四
三
年
の
「
境
界
未
定
線
立
会
調
査
書
」
に
つ
い
て
、
大
分
県
地
方
課
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
(
山
国
町
役
場
資
料
に
よ
る
)

0

①
県
の
境
界
に
わ
た
る
町
村
の
境
界
の
争
論
に
つ
い
て
は
町
村
制
に
は
規
定
が
な
い
の
で
、
法
的
根
拠
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
と
思
わ

れ
る
。@

こ
の
立
会
は
県
・
町
(
村
)
の
行
政
界
確
定
の
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
根
拠
は
な
く
、
む
し
ろ
国
有
林

野
管
轄
権
設
定
の
た
め
の
便
宜
上
の
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
。

@
昭
和
十
一
年
六
月
二
日
付
彦
山
村
の
「
地
名
調
書
用
紙
乙
」
、

二
年
六
月
二
十
一
日
付
槻
木
村
の

と
も
英

「
地
名
調
書
用
紙
乙
」

彦
山
を
県
界
と
表
示
し
て
お
り
、
ま
た
以
後
も
何
度
か
県
境
が
国
土
地
理
院
の
地
形
図
上
の
境
界
と
両
町
で
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

見
て
も
、
境
界
は
地
形
図
上
の
線
で
あ
る
。

@
こ
の
あ
た
り
の
県
境
は
い
ず
れ
も
嶺
通
り
を
境
と
L
て
お
り
、
当
該
地
の
み
そ
う
で
な
い
結
果
と
な
る
の
は
疑
問
で
あ
る
。



付
、
更
に
調
べ
る
必
要
あ
り
と
思
え
る
事
項

ω明
治
三

O
年
八
月
三
日
香
第
二

O
九
号
(
境
界
の
義
に
付
き
照
会
:
:
:
)
の
内
容
は
何
を
求
め
た
も
の
か
〉
こ
れ
を
も
と
に
両
県
の

立
会
が
行
わ
れ
て
い
る

)
a
v

ω明
治
以
前
の
絵
図
等
は
な
い
か
。

玉
、
結

ぴ

日
常
の
実
務
的
道
具
や
そ
れ
を
帯
し
た
行
動
が
、
信
仰
対
象
や
宗
教
儀
礼
と
な
る
こ
と
は
意
外
に
多
い
。
古
く
か
ら
職
人
は
そ
の
用
い

る
道
具
を
聖
な
る
も
の
と
し
て
取
扱
い
、
農
民
は
農
具
や
農
作
業
に
精
魂
を
こ
め
、
全
国
各
地
の
神
社
に
豊
穣
を
祈
る
御
田
植
祭
と
な
っ

山岳霊場における聖・俗境界の諸相

て
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
判
る

8
ヨ

と
そ
う

修
験
者
の
山
岳
斜
激
に
必
要
な
修
法
具
で
あ
る
十
六
道
具
は
(
号
、
歌
舞
伎
『
勧
進
帳
』
の
「
山
伏
問
答
」
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

宗
教
的
甚
深
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
た
と
え
ば
大
日
如
来
五
智
円
満
の
宝
冠
を
表
わ
す
「
頭
襟
」
は
、
実
務
的
に
は
取
り
は
ず

は
ん
が
い

「
班
蓋
」
は
母
胎
内
に
あ
っ
て
衣
那
を
戴
い
た
姿
と
観
想
す
る
が
、
日
射
や
風
雨
に
は
実
に
効

し
て
水
受
け
や
水
飲
み
の
容
器
に
使
う
。

果
的
な
笠
で
あ
る
。

「
鈴
懸
」
の
衣
で
山
野
を
行
動
す
れ
ば
誠
に
軽
快
な
こ
と
に
感
心
さ
せ
ら
れ
る
。

「
金
剛
杖
」
は
破
魔
・
仏
法
護
持

-
金
胎
不
二
の
塔
婆
を
象
徴
す
る
が
、
山
道
で
は
実
用
的
な
杖
で
あ
る
。
初
参
加
の
新
客
に
と
っ
て
は
薪
や
水
桶
を
運
ぶ
担
障
に
も
用
い

る。

こ

ぎ

あ

か

修
法
に
関
し
て
も
、
た
と
え
ば
山
中
で
の
修
行
や
生
活
に
「
薪
・
水
」
の
確
保
が
極
め
て
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
小
木
・
闘
伽
」
の

に
ゅ
う
ぶ
み
ね
い
り

必
修
作
法
を
生
じ
た
と
さ
れ
て
い
る
(
君
。
英
彦
山
か
ら
宝
満
山
へ
の
入
峰
(
峰
入
)
で
は
不
動
岩
の
岩
頭
で
焚
く
採
灯
護
摩
は
、
英
彦
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山
宿
坊
に
対
す
る
予
定
通
り
の
修
行
進
行
を
知
ら
せ
る
合
図
と
し
て
い
た
と
の
伝
承
は
、
記
録
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
た
〈
想
。

右
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
英
彦
山
霊
仙
寺
境
内
大
廻
行
大
修
尾
(
外
廻
)
が
聖
域
境
界
の
巡
察
行
動
と
な
っ
て
い
た
り
、
満
山
穣
堂
の
小

修
尾
(
内
廻
)
は
、
英
彦
山
三
所
権
現
を
取
り
囲
む
多
様
な
信
仰
対
象
を
悉
く
熟
知
さ
せ
る
山
伏
へ
の
入
門
式
(
成
人
式
〉
を
意
図
し
た

修
行
と
み
な
す
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
大
廻
行
の
大
修
尾
と
小
修
尾
の
双
方
に
一
か
所
づ
っ
「
今
熊
野
」
が
勧
請
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
(
号
、
養
和
元
年
(
一
一
八
一
〉
に
後
白
河
法
皇
が
新
熊
野
社
に
施
入
さ
れ
た
「
豊
前
国
彦
山
」
の
聖
域
を
明
確
に
し
て
お
く
必

要
性
が
宗
教
儀
礼
化
し
た
徴
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

聖
域
を
俗
な
る
行
政
権
か
ら
隔
離
し
保
持
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
山
岳
霊
場
の
聖
域
と
い
え
ど
も
山
伏
の
よ
う
に
妻
帯
し
て
い
れ

ば
、
そ
の
生
活
財
源
は
俗
人
の
布
施
に
依
存
度
が
強
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
よ
り
多
く
の
参
詣
者
を
誘
う
こ
と
に
よ
っ
て
聖
域
の
俗
化
は

促
進
さ
れ
る
結
果
と
な
る
。
寛
文
十
一
年
(
一
六
七
一
)
に
彦
山
の
宿
坊
集
落
の
中
央
部
に
、
約
三

O
軒
の
町
屋
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
で

も
推
察
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
聖
域
内
の
俗
化
を
防
ぐ
た
め
に
、
既
に
鎌
倉
時
代
に
は
大
廻
行
境
界
の
中
で
は
五
穀
耕
作
を
禁
じ
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
『
彦
山
流
記
』
に
よ
っ
て
判
る
。
更
に
聖
域
の
核
心
に
相
当
す
る
彦
山
三
所
権
現
を
紀
る
山
頂
部
は
、
何
と
し
て
も
俗
塵

に
染
ま
る
こ
と
を
防
止
す
る
知
恵
と
し
て
、
天
台
思
想
に
基
く
四
土
結
界
(
四
重
の
結
界
)
を
古
く
か
ら
設
定
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。

明
治
維
新
に
お
け
る
国
家
神
道
の
実
現
を
意
図
し
た
神
仏
分
離
令
や
、
藩
政
に
根
ざ
す
行
政
の
改
革
と
財
政
の
確
立
を
目
指
し
た
廃
藩

置
県
・
社
寺
領
上
知
(
上
地
)
令
・
地
租
改
正
、
明
治
十
年
前
後
の
大
区
小
区
制
、
明
治
二
二
年
の
市
制
・
町
村
制
な
ど
に
よ
っ
て
、
山

岳
霊
場
と
し
て
の
英
彦
山
は
法
難
の
中
で
探
み
に
援
ま
れ
、
聖
域
は
行
政
的
に
分
断
さ
れ
た
。
そ
の
後
遺
症
は
現
在
も
福
岡
・
大
分
両
県

に
「
論
争
境
界
」
を
生
じ
て
い
る
。



神
仏
分
離
令
以
前
は
英
彦
山
修
験
道
の
組
織
に
山
奉
行
を
置
き
、
聖
域
内
で
は
「
楊
枝
ほ
ど
の
木
」
で
も
盗
み
切
れ
ば
課
役
に
処
せ
ら

れ
た
「
「
寛
永
十
九
年
十
三
か
条
法
度
」
〉
。
ま
た
峰
入
の
山
伏
た
ち
は
、
山
中
に
宿
泊
し
た
と
き
は
宿
立
に
さ
い
し
て
、
必
ず
闘
伽
水
と

杉
山
の
入
念
な
検
分
を
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た

av

近
代
化
・
合
理
化
に
向
け
て
発
展
し
た
明
治
以
後
で
あ
る
が
、
僅
か
約
五
四
回
方
に
過
ぎ
な
か
っ
た
古
来
の
山
岳
霊
場
・
英
彦
山
の
自

然
ま
で
、
経
済
的
資
源
と
し
て
消
耗
し
た
人
間
の
知
恵
と
、
聖
域
と
い
う
精
神
的
観
想
の
中
で
一
般
、
行
政
の
干
渉
か
ら
隔
離
し
て
自
然

を
残
し
た
人
聞
の
知
恵
は
、
果
た
し
て
ど
ち
ら
を
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

i主
記

山岳霊場における聖・俗境界の諸相

(
1
)

『
彦
山
流
記
』
(
高
千
穂
家
文
書
)
、
奥
書
の
建
保
元
年
美
酉
七
月
八
日
は
、
改
元
前
の
建
謄
一
ニ
年
(
二
一
一
一
一
一
)
で
あ
る
か
ら
後
世
の
作
で
あ
る

が
、
文
中
の
今
熊
野
窟
に
関
す
る
現
地
に
お
け
る
磨
崖
の
銘
が
、
嘉
禎
三
歳
(
一
二
三
七
)
と
な
っ
て
い
る
こ
と
や
、
奥
書
を
敢
て
古
代
に
遡
上

さ
せ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
鎌
倉
時
代
の
彦
山
を
記
述
し
た
参
考
資
料
と
し
て
貴
重
。

(
2
〉
慶
応
四
改
明
治
元
年
戊
辰
『
当
番
目
記
』
(
守
静
坊
文
書
)
三
月
二
十
八
日
「
大
廻
摂
待
如
毎
年
執
行
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
明
治
二
年
の

『
当
番
目
誌
』
(
高
千
穂
家
文
書
)
以
後
に
は
見
ら
れ
な
い
。

お

a
bや
り

お

お

ま

わ

り

お

お

ま

わ

'

(
3
)

彦
山
で
は
回
峰
行
を
大
廻
行
・
大
国
な
ど
と
称
し
た
が
、
比
叡
山
で
も
南
北
朝
時
代
に
は
、
『
北
嶺
大
廻
次
第
』
(
「
回
峯
手
文
」
『
比
叡
山
と

天
台
仏
教
の
研
究
』
四

O
七
頁
、
名
著
出
版
、
昭
和
五
十
年
)
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

(
4
〉
景
山
春
樹
「
天
台
と
修
験
道
」
『
比
叡
山
と
天
台
仏
教
の
研
究
』
二
三
七
頁
、
名
著
出
版
、
昭
和
五
十
年
。

(
5
)

伊
東
尾
四
郎
編
「
彦
山
文
書
及
記
録
」
『
福
岡
県
史
資
料
』
第
八
輯
、
一
九
三
頁
、
福
岡
県
、
昭
和
十
二
年
。

(
6
)
@拙
著
『
英
彦
山
修
験
道
の
歴
史
地
混
学
的
研
究
』
五
一
一

i
七
ニ
頁
、
名
著
出
版
、
昭
和
六
十
二
年
。

@
拙
稿
「
彦
山
大
廻
行
(
回
降
行
)
の
実
態
」
『
東
ア
ジ
ア
と
日
本
(
宗
教
文
学
編
)
』
田
村
闘
澄
先
生
古
稀
記
念
会
編
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和

六
二
年
。
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(
7
)

英
彦
山
修
験
大
先
達
富
松
坊
広
延
『
私
語
集
』
安
永
七
年
(
一
七
七
七
)
(
智
妙
坊
文
書
)
。

(
8
)

富
松
坊
広
延
『
塵
壷
集
』
宝
暦
十
二
年
ご
七
六
一
一
)
(
法
城
坊
文
書
)
。

(
9
)

前
掲

(
6
)
@
(
三
八
五
頁
)
、
法
螺
貝
の
音
響
効
果
は
、
地
形
や
そ
の
時
の
気
象
条
件
で
異
る
が
、
英
彦
山
の
場
合
は
ニ

l
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

が
有
効
範
囲
、
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
に
な
る
と
紫
灯
護
摩
や
狼
煙
を
用
い
た
こ
と
が
入
峰
記
録
に
記
さ
れ
て
い
る
。

(ω)
阿
吸
房
即
伝
「
一
一
一
峯
相
承
法
則
密
記
」
『
増
補
改
訂
日
本
大
蔵
経
』
第
九
四
巻
、
三
二
三
一
頁
鈴
木
学
術
財
団
、
昭
和
五
二
年
。

(
日
)
勧
進
主
、
英
彦
山
大
廻
大
越
家
法
印
前
増
光
坊
白
牛
『
英
彦
山
由
霊
前
坊
神
前
宝
牛
を
鋳
の
序
』
維
時
天
保
八
酉
丙
(
了
酉
の
誤
筆
)
年
九
月
、

(
守
静
坊
文
書
)
。

(
辺
〉
前
掲
(
叩
)
三
四
五
頁
、
「
度
衆
何
十
人
、
新
客
何
十
人
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。

(
臼
)
五
来
重
『
高
野
山
の
山
岳
宗
教
』
、
昭
和
六
二
年
山
岳
修
験
学
会
、
特
別
講
演
要
旨
に
よ
る
。

(
日
比
)
拙
稿
「
山
伏
社
会
の
秩
序
」
『
英
彦
山
修
験
道
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
』
二
五
二

l
二
七
七
頁
、
名
著
出
版
、
昭
和
六
二
年
。

(
日
)
彦
山
住
安
住
院
本
模
『
英
彦
山
全
図
』
寛
政
四
年
、
(
平
戸
市
松
浦
資
料
館
)

0

(
日
)
天
保
四
年
二
八
三
一
一
一
)
「
田
畑
三
町
壱
反
歩
余
、
年
貢
米
壱
石
七
斗
、
座
主
江
取
来
候
」
『
豊
前
国
之
郷
村
高
帳
』
(
英
彦
山
神
宮
文
書
)
。

(
げ
)
前
掲
(
6
)
@、
四
三
四
頁
。

(
問
)
中
村
一
万
『
仏
教
語
大
辞
典
』
(
東
京
書
籍
、
昭
和
五
六
年
)
に
よ
っ
て
四
土
結
界
を
説
明
し
た
。

(m)
『
英
彦
山
修
験
道
遺
跡
』
、
(
添
田
町
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
)
添
田
町
教
育
委
員
会
、
昭
和
六
十
年
。

(
却
)
佐
藤
甚
次
郎
「
江
戸
時
代
の
立
体
地
図
」
『
地
図
情
報
』
通
巻
十
八
号
、
一
一
|
一
四
頁
、
地
図
情
報
セ
ン
タ
ー
、
昭
和
六
一
年
。
模
型
は
底

辺
五
八
四
と
三
五
側
、
最
高
一
五
個
。

(
幻
)
川
村
博
忠
「
江
戸
時
代
作
製
の
張
抜
き
地
形
模
型
ρ
防
長
土
図
。
『
地
図
』
二

O
巻
二
号
、
ニ

O
l二
五
頁
、
昭
和
五
七
年
。

(
沼
)
拙
稿
「
明
治
維
新
と
英
彦
山
山
伏
」
『
増
補
英
彦
山
』
八
九
六
頁
、
田
川
郷
土
研
究
会
、
葦
書
房
、
昭
和
五
三
年
。

(
お
)
昭
和
四
六
年
七
月
三
十
日
に
熊
本
営
林
局
長
よ
り
、
福
岡
県
知
事
に
宛
て
ら
れ
た
「
大
分
・
福
岡
県
境
の
確
定
に
つ
い
て
(
照
会
)
」
の
添
付
資

必

F

。

(
川
此
)
推
察
す
る
と
、
明
治
三
十
年
八
月
一
一
一
日
に
福
岡
県
田
川
郡
香
春
郡
役
所
(
彦
山
村
管
轄
)
を
通
し
て
、
福
岡
大
林
区
署
か
ら
福
岡
県
へ
照
会
の

あ
っ
た
福
岡
県
彦
山
村
と
、
大
分
県
槻
木
村
の
境
界
に
つ
い
て
、
県
は
即
答
を
避
け
、
明
治
三
四
年
に
至
っ
て
両
県
合
意
の
県
境
を
確
定
し
、
そ
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の
旨
を
同
三
五
年
一
月
一
五
日
付
で
県
は
福
岡
大
林
区
署
に
通
知
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

明
治
三

O
年
当
時
は
、
同
三
二
年
(
一
八
九
九
)
に
施
行
さ
れ
た
「
国
有
林
野
法
制
定
」
の
直
前
で
あ
り
、
社
寺
所
有
地
の
上
地
処
分
に
よ
る

「
官
林
」
か
ら
、
「
国
有
林
」
へ
の
名
称
変
更
に
伴
う
林
区
署
管
轄
境
界
の
確
認
を
必
要
と
し
、
そ
の
不
明
確
な
英
彦
山
官
林
と
村
境
等
に
つ
い

て
照
会
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
部
)
英
彦
山
で
も
文
安
二
年
(
一
四
四
五
)
の
『
彦
山
諸
神
役
次
第
』
(
英
彦
山
神
宮
文
書
)
に
よ
れ
ば
、
毎
年
二
月
十
五
日
の
松
会
神
事
で
御
田

ま
ぐ
わ

祭
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
寛
政
七
年
(
一
七
九
五
)
の
英
彦
山
霊
仙
寺
大
講
で
行
わ
れ
た
「
御
田
馬
把
開
帳
並
霊
宝
披
露
」
で
、
開
帳
の
秘
宝

は
農
民
同
と
し
て
の
馬
把
で
あ
っ
た
。

(
部
)
頭
襟
・
斑
蓋
・
結
袈
裟
・
鈴
懸
・
法
螺
・
(
最
多
角
)
念
珠
・
錫
杖
・
金
剛
杖
・
形
箱
・
笈
・
引
敷
・
脚
半
の
十
二
種
に
槍
扇
・
柴
打
(
万
)

は

し

り

な

わ

わ

ら

じ

走
縄
(
麻
の
縄
)
・
草
鮭
を
加
え
た
山
伏
の
入
峰
に
必
要
な
装
束
や
道
具
(
彦
山
修
験
秘
訣
印
信
口
決
集
『
増
改
日
本
大
蔵
経
』
九
五
巻
、
二
一

頁)。

(
幻
)
宮
家
準
「
十
界
修
行
論
」
『
修
験
道
思
想
の
研
究
』
七
三
五
真
、
春
秋
社
、
昭
和
六
十
年
。

(
お
)
嘉
永
五
年
(
一
八
五
二
)
の
『
胎
蔵
界
事
実
記
』
(
守
静
坊
文
書
)
に
よ
れ
ば
、
「
嶺
頭
ニ
上
リ
:
:
:
護
摩
修
法
如
例
。
自
坊
ニ
モ
燦
火
高
ク

上
ヶ
、
此
則
一
五
ル
採
灯
ナ
リ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

(
初
)
大
廻
行
小
修
尾
(
内
廻
)
の
「
人
(7
熊
野
窟
」
は
鎌
倉
初
期
の
『
彦
山
流
記
』
の
中
に
、
四
九
窟
の
一
つ
と
し
て
記
録
さ
れ
日
て
い
る
。
大
修
尾

(
外
廻
)
の
廻
路
に
沿
う
と
推
定
さ
れ
る
「
今
熊
野
」
は
、
天
明
五
年
二
七
八
五
)
の
『
英
彦
山
全
図
』
(
松
浦
資
料
館
蔵
)
の
中
に
認
め
ら

れ
る
が
そ
の
現
在
位
置
は
未
確
認
で
あ
る
。

(
却
〉
拙
著
「
修
験
道
の
入
峰
と
峰
入
り
道
」
『
英
彦
山
修
験
道
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
』
、
一
一
一
一
九
頁
、
名
著
出
版
、
昭
和
六
二
年
。
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